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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　硫黄架橋性ゴムブレンドにおいて、少なくとも以下の成分：
　－　８０～１００ｐｈｒの少なくとも１種の高ｃｉｓブタジエンゴムと、
　－　５１～８５ｐｈｒの少なくとも１種の炭化水素樹脂と
を含んでなり、前記炭化水素樹脂が、３０～１００重量％の範囲までで芳香族モノマーか
ら構成され、前記炭化水素樹脂が、６０～１００℃のＡＳＴＭ　Ｅ　２８（リングおよび
ボール）による軟化点を有することを特徴とする、硫黄架橋性ゴムブレンド。
【請求項２】
　６０～８０ｐｈｒの少なくとも１種の炭化水素樹脂を含んでなり、前記炭化水素樹脂が
、３０～１００重量％の範囲までで芳香族モノマーから構成されることを特徴とする、請
求項１に記載の硫黄架橋性ゴムブレンド。
【請求項３】
　前記炭化水素樹脂が、３０～１００重量％の範囲までで、アルファ－メチルスチレンお
よび／またはスチレンおよび／またはビニルトルエンおよび／またはインデンおよび／ま
たはクマロンおよび／またはメチルインデンおよび／またはメチルクマロンからなる群か
らの少なくとも１種の芳香族モノマーから構成されることを特徴とする、請求項１または
２に記載の硫黄架橋性ゴムブレンド。
【請求項４】
　前記炭化水素樹脂が、５１～１００重量％の範囲までで芳香族モノマーから構成される
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ことを特徴とする、請求項１～３のいずれか一項に記載の硫黄架橋性ゴムブレンド。
【請求項５】
　前記炭化水素樹脂が、アルファ－メチルスチレンおよびスチレンからのコポリマーであ
り、１００重量％の範囲までで、アルファ－メチルスチレンおよびスチレンから構成され
ることを特徴とする、請求項１～４のいずれか一項に記載の硫黄架橋性ゴムブレンド。
【請求項６】
　前記炭化水素樹脂が、８０～９０℃のＡＳＴＭ　Ｅ　２８（リングおよびボール）によ
る軟化点を有することを特徴とする、請求項１～５のいずれか一項に記載の硫黄架橋性ゴ
ムブレンド。
【請求項７】
　前記炭化水素樹脂が、５００～５，０００ｇ／モルの分子量Ｍｗ（重量平均）および５
００～１０，０００ｇ／モルの遠心分離平均Ｍｃを有することを特徴とする、請求項１～
６のいずれか一項に記載の硫黄架橋性ゴムブレンド。
【請求項８】
　１０～３００ｐｈｒの少なくとも１種のシリカを含んでなることを特徴とする、請求項
１～７のいずれか一項に記載の硫黄架橋性ゴムブレンド。
【請求項９】
　少なくとも１つの部品において、請求項１～８のいずれか一項に記載の少なくとも１種
のゴムブレンドを含んでなることを特徴とする、車両用空気タイヤ。
【請求項１０】
　前記部品が少なくともトレッドであることを特徴とする、請求項９に記載の車両用空気
タイヤ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特に、車両用空気タイヤのトレッドのための硫黄架橋性ゴムブレンドおよび
車両用空気タイヤに関する。
【背景技術】
【０００２】
　樹脂、特に炭化水素樹脂は、車両用空気タイヤのトレッドのためのゴムブレンドのため
の長い間既知である添加剤である。それらは特にプロセス助剤として有用であり、ゴムブ
レンドの必要なグリーンタックを引き起こす。さらにまた、硬度、弾性率および膨潤特性
などのある種の加硫物特性に、樹脂が影響を及ぼすことも可能である。それらはまた、加
硫樹脂または接着促進剤として利用されることもできる。ゴム産業で利用される典型的な
結合樹脂は、例えば、石油系樹脂、テルペン樹脂、コロホニー樹脂、フェノール－ホルム
アルデヒド樹脂およびクマロン－インデン樹脂である。
【０００３】
　アルファ－メチルスチレンからの樹脂は、ゴムブレンド用添加剤として既知である。
【０００４】
　ゴムブレンドにおけるアルファ－メチルスチレンをベースとする樹脂の使用は、したが
って、例えば、欧州特許出願公開第２４１２７３１Ａ１号明細書、欧州特許出願公開第１
５５９５８６Ａ１号明細書および独国特許出願公表第６０２０１５９５Ｔ２号明細書に記
載される。これらの刊行物は、耐摩耗性、転がり抵抗およびウェットグリップなどのタイ
ヤの必要条件の少なくとも１つに関する、その中に開示される、樹脂の１５ｐｈｒまでを
構成するゴムブレンドの特性に関する。
【０００５】
　従来技術においては、特定のゴムブレンドのポリマー系における限定的な溶解性のため
、比較的多量の樹脂の使用が制限される。
【０００６】
　米国特許出願公開第２０１２／００１６０５６Ａ１号明細書は、例えば、アルファ－メ
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チルスチレンおよびスチレンからの樹脂を２５ｐｈｒ以下含んでなる、主要充填剤成分と
してシリカを有するトレッド用ゴムブレンドを開示する。この樹脂は、ポリマー中での樹
脂の分布を改善するために、使用前に油と混合される。このゴムブレンドは、転がり抵抗
特性、ウェットグリップ特性、耐摩耗性およびハンドリング特性に関する改善を示すと記
載されている。
【０００７】
　国際公開第２０１２／０６２５３４Ａ１号パンフレットおよび欧州特許第０８９９２９
７号明細書は、例えば、５０ｐｈｒまでの炭化水素樹脂を含んでなることができるゴムブ
レンドを記載する。これらのゴムブレンドは、より高いレベルでのウェットグリップに対
する転がり抵抗および／または摩耗のターゲット不一致を解決することが記載されており
、また、実施例で開示されるゴムブレンドは、１５ｐｈｒまでのみの特定の炭化水素樹脂
を含んでなる。開示される実施例において、全てのブレンドは、充填剤としてカーボンブ
ラック（７０ｐｈｒ）のみを含んでなる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　したがって、本発明は、従来技術から出発して、改善されたか、または少なくとも同等
の引裂き特性と同時に、ウェットグリップ特性に対する転がり抵抗特性のターゲット不一
致におけるさらなる改善を示す、硫黄架橋性ゴムブレンドを提供するという目的に基づく
。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この目的は、硫黄架橋性ゴムブレンドが、少なくとも以下の成分：
　－　６０～１００ｐｈｒの少なくとも１種のブタジエンゴムと、
　－　５１ｐｈｒ以上の少なくとも１種の炭化水素樹脂と
を含んでなり、炭化水素樹脂が、３０～１００重量％の範囲までで芳香族モノマーから構
成される、本発明によって達成される。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　炭化水素樹脂は、モノマーから構成されるポリマーであって、炭化水素樹脂は、互いと
のモノマーの架橋によって、モノマーの誘導体から形式的に構成されることは当業者に明
らかである。
【００１１】
　簡単に説明するために、本発明に関して、３０～１００重量％（炭化水素樹脂の全重量
に基づく重量パーセント）の範囲までで芳香族モノマーから構成される炭化水素樹脂は、
炭化水素樹脂と記載される。
【００１２】
　炭化水素樹脂が、５１～１００重量％の範囲までで芳香族モノマーから構成される本発
明の好ましい実施形態において、簡単に説明するために、半分より多くの重量が芳香族化
合物成分（モノマー）からなるため、「主に芳香族の炭化水素樹脂」と記載される。
【００１３】
　炭化水素樹脂および主に芳香族の炭化水素樹脂の場合、芳香族および非芳香族（脂肪族
）モノマーからのコポリマーである炭化水素樹脂は、したがって、本発明によるゴムブレ
ンドで含まれる。
【００１４】
　炭化水素樹脂が、１００重量％の範囲までで芳香族モノマーから構成される本発明の好
ましい実施形態において、簡単に説明するために、これは、「芳香族炭化水素樹脂」と記
載される。
【００１５】
　驚くべきことに、本発明によるゴムブレンドは、転がり抵抗およびウェットグリップに
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関する指標に関して、従来技術と比較して、より高い性能レベルに位置する。特に、本発
明によるゴムブレンドは、驚くべきことに、ブタジエンゴムのガラス転移温度から開始し
て、ガラス転移温度においてマークされたシフトを有する。これは、ブタジエンゴムにお
ける比較的高い量の炭化水素樹脂、好ましくは主に芳香族の炭化水素樹脂、特に好ましく
は芳香族炭化水素樹脂の驚くべき良好な溶解性を示す。
【００１６】
　本明細書で使用される記載されたｐｈｒ（重量によるゴムの１００部あたりの部）は、
これに関して、ブレンド製法に関してゴム産業で従来記載された量である。個々の物質の
重量による部の量は、これに関して、ブレンドに存在する全てのゴムの全重量の１００重
量部を常にベースとする。
【００１７】
　上記炭化水素樹脂は、本発明に関してはゴムと考えられない。
【００１８】
　発明によるゴムブレンドは、６０～１００ｐｈｒ、好ましくは７０～１００ｐｈｒ、特
に好ましくは８０～１００ｐｈｒの少なくとも１種のブタジエンゴムを含んでなる。
【００１９】
　ブタジエンゴム（＝ＢＲ、ポリブタジエン）は、当業者に既知の全ての種類であること
ができる。これらには、とりわけ、いわゆる高ｃｉｓおよび低ｃｉｓ型が含まれ、９０重
量％以上のｃｉｓ含有量を有するポリブタジエンが高ｃｉｓ型と呼ばれ、そして９０重量
％未満のｃｉｓ含有量を有するポリブタジエンは、低ｃｉｓ型と呼ばれる。低ｃｉｓポリ
ブタジエンは、例えば、２０～５０重量％のｃｉｓ含有量を有するＬｉ－ＢＲ（リチウム
触媒ブタジエンゴム）である。ゴムブレンドの特に良好な摩耗特性は、高ｃｉｓ　ＢＲで
達成される。
【００２０】
　利用されるポリブタジエンは、下記の変性および官能化によって、末端基によって変性
することができる。
【００２１】
　本発明によるゴムブレンドは、５１ｐｈｒ以上、好ましくは５１～３００ｐｈｒ、特に
好ましくは５１～１５０ｐｈｒ、非常に特に好ましくは５１～１００ｐｈｒ、再び非常に
特に好ましくは５１～８５ｐｈｒの少なくとも１種の、３０～１００重量％（炭化水素樹
脂の全重量に基づく重量パーセント）の範囲までで芳香族モノマーから構成される炭化水
素樹脂を含んでなる。好ましくは、炭化水素樹脂は、５１～１００重量％の範囲までで、
すなわち主に、芳香族モノマーから構成される。特に好ましくは、主に芳香族の炭化水素
樹脂は、６０～１００重量％の範囲で、特に好ましくは７０～１００重量％の範囲で、非
常に特に好ましくは８０～１００重量％の範囲で、再び非常に特に好ましくは９０～１０
０重量％の範囲で、芳香族モノマーから構成される。
【００２２】
　本発明の好ましい実施形態によると、炭化水素樹脂は、１００重量％の範囲までで芳香
族モノマーから構成され、したがって、芳香族炭化水素樹脂である。これによって、転が
り抵抗およびウェットグリップのターゲット不一致に関するゴムブレンドの特に良好な改
善、ならびに冬季特性の改善が得られる。可能な限り低い約－２８～－３２℃の温度範囲
の貯蔵弾性率Ｅ’は、冬季特性、特に制動特性にプラスの影響を及ぼす。
【００２３】
　炭化水素樹脂は、好ましくは、アルファ－メチルスチレンおよび／またはスチレンおよ
び／またはビニルトルエンおよび／またはインデンおよび／またはクマロンおよび／また
はメチルインデンおよび／またはメチルクマロンを含んでなる群からの少なくとも１種の
芳香族モノマーから構成される。
【００２４】
　炭化水素樹脂は、特に好ましくは、アルファ－メチルスチレンおよび／またはスチレン
および／またはビニルトルエンおよび／またはインデンおよび／またはクマロンおよび／
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またはメチルインデンおよび／またはメチルクマロンからなる群からの少なくとも１種の
芳香族モノマーから構成される。
【００２５】
　炭化水素樹脂は、したがって、ホモポリマーおよび／またはコポリマーであることがで
きる。本出願において、ホモポリマーは、Ｒｏｅｍｐｐ　Ｏｎｌｉｎｅ　Ｌｅｘｉｋｏｎ
、第３．２８版によると、「１種のみのモノマーから形成される」ポリマーを意味するも
のとして理解される。本発明に関して、コポリマーは、いくつか、すなわち、２種以上の
異なるモノマーから構成されるポリマーを意味するものとして理解される。本発明に関し
て、炭化水素樹脂は、したがって、例えば３種の異なるモノマーからのコポリマーである
こともできる。
【００２６】
　ビニルトルエン（またａｒ－メチルスチレン）は、ｐ－ビニルトルエンおよび／または
ｍ－ビニルトルエンおよび／またはｏ－ビニルトルエンであることができる。
【００２７】
　炭化水素樹脂が１００重量％未満、すなわち、３０～９９．９９９９重量％の範囲まで
で、芳香族モノマーから構成される実施形態によると、炭化水素樹脂は、非芳香族、すな
わち、脂肪族モノマーを含んでなる。脂肪族モノマーは、Ｃ５原油フラクションのモノマ
ー、例えば、イソプレン、ならびに／あるいはテルペンおよび／またはシクロオレフィン
および／またはオレフィンのモノマー、例えば、ペンテンであることができる。Ｃ５は、
これらのモノマーが５個の炭素原子から構成されることを意味するものとして理解される
べきである。さらにまた、Ｃ５原油フラクションは、４個の炭素原子を有するモノマー（
単位）、すなわち、Ｃ４モノマー、または６個の炭素原子、Ｃ６モノマーを含んでなるこ
とが可能である。
【００２８】
　Ｒｏｅｍｐｐ　Ｏｎｌｉｎｅ　Ｌｅｘｉｋｏｎ、第３．３６版によると、「脂肪族化合
物」は、「芳香環系を含有しない官能性または非官能性有機化合物の集合的名称」である
。
【００２９】
　特に好ましくは、炭化水素樹脂は、少なくともアルファ－メチルスチレンおよびスチレ
ンから構成され、したがって、３０～１００重量％、好ましくは５１～１００重量％の範
囲までで、アルファ－メチルスチレンおよびスチレンから構成される、アルファ－メチル
スチレンおよびスチレンからのコポリマーである。例えば、脂肪族モノマーが、０～７０
重量％、好ましくは０～４９重量％、例えば５重量％の範囲で存在し、その結果、１００
重量％から出発して、芳香族モノマーの含有量は、したがって、低下することが想像でき
る。
【００３０】
　非常に特に好ましくは、芳香族炭化水素樹脂は、アルファ－メチルスチレンおよびスチ
レンから構成され、したがって、１００重量％の範囲までで、アルファ－メチルスチレン
およびスチレンから構成される、アルファ－メチルスチレンおよびスチレンからのコポリ
マーである。これによって、転がり抵抗およびウェットグリップのターゲット不一致に関
するゴムブレンドの特に良好な改善、ならびに冬季特性の改善が得られる。
【００３１】
　本発明によるゴムブレンドに含まれる炭化水素樹脂は、６０～２００℃、好ましくは６
０～１５０℃、特に好ましくは６０～１２０℃、非常に特に好ましくは６０～１００℃、
再び非常に特に好ましくは８０～９０℃のＡＳＴＭ　Ｅ　２８（リングおよびボール）に
よる軟化点を有する。そのような炭化水素樹脂は、例えば、Ａｒｉｚｏｎａ　Ｃｈｅｍｉ
ｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙから商標名ＳＹＬＶＡＴＲＡＸＸ（登録商標）４４０１で入手可
能である。
【００３２】
　これによって、特に、５１ｐｈｒ以上、好ましくは５１～３００ｐｈｒ、特に好ましく
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は５１～１５０ｐｈｒ、非常に特に好ましくは５１～１００ｐｈｒ、再び非常に特に好ま
しくは５１～８５ｐｈｒの炭化水素樹脂の高い量が使用される場合、転がり抵抗およびウ
ェットグリップの必要条件に関するゴムブレンドの特に良好な特性が達成される。これは
、とりわけ、ブタジエンゴムにおける炭化水素樹脂の驚くべき良好な溶解性によって説明
することができるであろう。
【００３３】
　さらにまた、本発明によるゴムブレンドに含まれる炭化水素樹脂は、好ましくは、５０
０～５，０００ｇ／モル、特に好ましくは５００～３，０００ｇ／モル、非常に特に好ま
しくは５００～２，５００ｇ／モル、再び特に好ましくは８００～２，５００ｇ／モル、
再び非常に特に好ましくは８００～２，０００ｇ／モルの分子量Ｍｗ（重量平均）を有す
る。１，３００ｇ／モルの分子量Ｍｗを有するそのような炭化水素樹脂は、例えば、Ａｒ
ｉｚｏｎａ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙから商標名ＳＹＬＶＡＴＲＡＸＸ（登録
商標）４４０１で入手可能である。
【００３４】
　さらにまた、本発明によるゴムブレンドに含まれる炭化水素樹脂は、好ましくは、５０
０～１０，０００ｇ／モル、特に好ましくは１，０００～１０，０００ｇ／モル、非常に
特に好ましくは１，０００～７，０００ｇ／モル、再び特に好ましくは１，５００～５，
０００ｇ／モル、再び非常に特に好ましくは１，５００～３，０００ｇ／モル、再び非常
に特に好ましくは１，７００～２，３００ｇ／モルの分子量Ｍｃ（遠心分離平均）を有す
る。２，０１８ｇ／モルの遠心分離平均Ｍｃを有するそのような炭化水素樹脂は、例えば
、Ａｒｉｚｏｎａ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙから商標名ＳＹＬＶＡＴＲＡＸＸ
（登録商標）４４０１で入手可能である。これによって、特に、５１ｐｈｒ以上、好まし
くは５１～３００ｐｈｒ、特に好ましくは５１～１５０ｐｈｒ、非常に特に好ましくは５
１～１００ｐｈｒ、再び非常に特に好ましくは５１～８５ｐｈｒの炭化水素樹脂の高い量
が使用される場合、転がり抵抗およびウェットグリップの必要条件に関するゴムブレンド
の特に良好な特性が達成される。これは、とりわけ、ブタジエンゴムにおける炭化水素樹
脂の驚くべき良好な溶解性によって説明することができるであろう。
【００３５】
　分子量（重量平均Ｍｗおよび遠心分離平均Ｍｃ）の決定は、ＤＩＮ　５５６７２－１に
従って、ゲル透過クロマトグラフィーによって実行する（溶離剤としてテトラヒドロフラ
ン、ポリスチレン標準によるＧＰＣ；ＳＥＣ＝サイズ排除クロマトグラフィー）。
【００３６】
　上記の通り、本発明によるゴムブレンドは、６０～１００ｐｈｒの少なくとも１種のブ
タジエンゴムを含んでなる。本発明によるゴムブレンドは、したがって、それが１００ｐ
ｈｒ未満のブタジエンゴムを含んでなる場合、０～４０ｐｈｒ、好ましくは０～３０ｐｈ
ｒ、特に好ましくは０～２０ｐｈｒであるが、少なくとも０．１ｐｈｒの量で少なくとも
１種のさらなるゴムを含んでなる。
【００３７】
　本明細書の少なくとも１種のさらなるゴムは、天然ポリイソプレンおよび／または合成
ポリイソプレンおよび／または溶液重合スチレン／ブタジエンゴムおよび／または乳化重
合スチレン／ブタジエンゴムおよび／または２０，０００ｇ／モルより高い分子量Ｍｗを
有する液状ゴムおよび／またはハロブチルゴムおよび／またはポリノルボルネンおよび／
またはイソプレン／イソブチレンコポリマーおよび／またはエチレン／プロピレン／ジエ
ンゴムおよび／またはニトリルゴムおよび／またはクロロプレンゴムおよび／またはアク
リレートゴムおよび／またはフルオロゴムおよび／またはシリコーンゴムおよび／または
ポリスルフィドゴムおよび／またはエピクロルヒドリンゴムおよび／またはスチレン／イ
ソプレン／ブタジエンターポリマーおよび／または水素化アクリロニトリル／ブタジエン
ゴムおよび／またはイソプレン／ブタジエンコポリマーおよび／または水素化スチレン／
ブタジエンゴムからなる群から選択され、ゴムは変性可能である。変性は、ヒドロキシル
基および／またはエトキシ基および／またはエポキシド基および／またはシロキサン基お
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よび／またはアミノ基および／またはアミノシロキサンおよび／またはカルボキシル基お
よび／またはフタロシアニン基および／またはシランスルフィド基によるものであること
ができる。しかしながら、当業者に既知の官能化とも呼ばれるさらなる変性も可能である
。金属原子は、そのような官能化の成分であることができる。
【００３８】
　これらの変性および官能化も、ゴムブレンド中に本発明によって含まれる上記ブタジエ
ンゴム（ポリブタジエン）に適用される。
【００３９】
　特に、ニトリルゴム、水素化アクリロニトリル／ブタジエンゴム、クロロプレンゴム、
ブチルゴム、ハロブチルゴムまたはエチレン／プロピレン／ジエンゴムが、ベルト、スト
ラップおよびホースなどの工業用ゴム物品の生産において利用される。
【００４０】
　特に好ましくは、さらなるゴムはジエンゴムであり、かつ合成ポリイソプレンおよび天
然ポリイソプレンならびにスチレン／ブタジエンゴムからなる群から選択される。好まし
くは、さらなるジエンゴムは、天然ポリイソプレンである。これによって、本発明による
ゴムブレンドの特に良好な加工性（押出成形性、混和性など）が達成される。
【００４１】
　本発明によるゴムブレンドは、特に車両用空気タイヤでの使用のために、好ましくは１
０～３００ｐｈｒ、好ましくは３０～３００ｐｈｒ、特に好ましくは３０～１５０ｐｈｒ
の少なくとも１種の充填剤を含んでなる。これらは、シリカ、アルモシリカ、カーボンブ
ラック、カーボンナノチューブ、チョーク、デンプン、酸化マグネシウム、二酸化チタン
またはゴムゲルなどの当業者に既知の全ての充填剤であることができる。
【００４２】
　好ましくは、ゴムブレンドは、充填剤として少なくとも１種のシリカおよび／または少
なくとも１種のカーボンブラックを含んでなる。
【００４３】
　これに関して、当業者に既知の全てのカーボンブラック型が想像できる。しかしながら
、好ましくは、３０～１８０ｇ／ｋｇ、好ましくは４０～１８０ｇ／ｋｇ、特に好ましく
は４０～１３０ｋｇ／ｇのＡＳＴＭ　Ｄ　１５１０によるヨウ素吸着数、および８０～２
００ｍｌ／１００ｇ、好ましくは１００～２００ｍｌ／１００ｇ、特に好ましくは１００
～１８０ｍｌ／１００ｇのＡＳＴＭ　Ｄ　２４１４によるＤＢＰ数を有するカーボンブラ
ックが利用される。
【００４４】
　これに関して、特に車両用タイヤのために特に良好な転がり抵抗指標（７０℃の反発弾
性）、ならびに摩耗および／または引裂き特性が達成される。
【００４５】
　シリカは、タイヤゴムブレンド用の充填剤として当業者に既知である、適切なシリカで
あることができる。しかしながら、３５～３５０ｍ２／ｇ、好ましくは３５～２６０ｍ２

／ｇ、特に好ましくは１００～２６０ｍ２／ｇ、非常に特に好ましくは１１５～２３５ｍ
２／ｇの（ＤＩＮ　ＩＳＯ　９２７７およびＤＩＮ　６６１３２による）窒素表面積（Ｂ
ＥＴ表面積）および３０～４００ｍ２／ｇ、好ましくは３０～２５０ｍ２／ｇ、特に好ま
しくは１００～２５０ｍ２／ｇ、非常に特に好ましくは１１０～２３０ｍ２／ｇの（ＡＳ
ＴＭ　Ｄ　３７６５による）ＣＴＡＢ表面積を有する細分された沈殿シリカを使用するこ
とは特に好ましい。そのようなシリカは、例えば、タイヤトレッド用ゴムブレンドにおい
て、加硫物の特に良好な物理的特性を導く。そのうえ、これに関して、一定の製品特性と
ともに混合時間の低下によって、ブレンドのプロセスにおける利点が得られ得、改善され
た生産性が導かれる。利用可能なシリカは、したがって、ＥｖｏｎｉｋからのＵｌｔｒａ
ｓｉｌ（登録商標）ＶＮ３（商標名）型のもの、および高分散性シリカ、いわゆるＨＤシ
リカ（例えば、ＲｈｏｄｉａからのＺｅｏｓｉｌ（登録商標）１１６５　ＭＰ）の両方で
ある。
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【００４６】
　加工性を改善するため、かつジエンゴムに存在してもよいシリカおよび他の極性充填剤
を結合するため、シランカップリング剤をゴムブレンドに利用することができる。１種ま
たはいくつかの異なるシランカップリング剤を、互いに組み合わせて利用することができ
る。ゴムブレンドは、したがって、異なるシランの混合物を含んでなることができる。
【００４７】
　シランカップリング剤は、ゴムまたはゴムブレンドの（インサイチューでの）混合の間
、または前処理（前変性）の意味で、ゴムへの充填剤の添加の前に、シリカの表面上のシ
ラノール基または他の極性基と反応する。これに関して使用可能なシランカップリング剤
は、ゴムブレンドでの使用に関して当業者に既知の全てのシランカップリング剤である。
従来技術から既知のそのようなカップリング剤は、ケイ素原子上で脱離基として少なくと
も１つのアルコキシ、シクロアルコキシまたはフェノキシ基を有し、かつ裂開後にポリマ
ーの二重結合との化学反応を任意に受けることができる別の官能基としての基を有する二
官能性オルガノシランである。後者の基は、例えば以下の化学基：－ＳＣＮ、－ＳＨ、－
ＮＨ２または－Ｓｘ－（式中ｘ＝２～８である）であることができる。
【００４８】
　使用可能なシランカップリング剤は、したがって、例えば、３－メルカプトプロピルト
リエトキシシラン、３－チオシアナトプロピル－トリメトキシシラン、または２～８個の
硫黄原子を有する３，３’－ビス（トリエトキシシリルプロピル）ポリスルフィド、例え
ば、例えば、３，３’－ビス（トリエトキシシリルプロピル）テトラスルフィド（ＴＥＳ
ＰＴ）、相当するジスルフィド（ＴＥＳＰＤ）、または１～８個の硫黄原子を有するスル
フィドと、異なる含有量の様々なスルフィドとの混合物である。これに関して、ＴＥＳＰ
Ｔは、例えば、工業用カーボンブラック（Ｅｖｏｎｉｋからの商標名Ｘ５０Ｓ（登録商標
））との混合物として添加することもできる。好ましくは、４０～１００重量％、特に好
ましくは５５～８５の重量％、非常に特に好ましくは６０～８０重量％の範囲でジスルフ
ィドを含んでなるシラン混合物が利用される。そのような混合物は、例えば、独国特許出
願公開第１０２００６００４０６２Ａ１号明細書に記載されるＥｖｏｎｉｋから商標名Ｓ
ｉ　２６１（登録商標）で入手可能である。
【００４９】
　例えば、国際公開第９９／０９０３６号パンフレットから既知のブロック化メルカプト
シランもシランカップリング剤として利用可能である。国際公開第２００８／０８３２４
１Ａ１号パンフレット、国際公開第２００８／０８３２４２Ａ１号パンフレット、国際公
開第２００８／０８３２４３Ａ１号パンフレットおよび国際公開第２００８／０８３２４
４Ａ１号パンフレットに記載されるようなシランも利用可能である。シラン、例えば、Ｍ
ｏｍｅｎｔｉｖｅ，ＵＳＡによって様々な変形において名称ＮＸＴで市販されるもの、ま
たはＥｖｏｎｉｋ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓによって名称ＶＰ　Ｓｉ　３６３（登録商標）
で市販されるものを使用することができる。
【００５０】
　本発明の好ましい実施形態によると、単独または主要な充填剤としてシリカは存在し、
すなわち、シリカの量は、存在してもよい他の充填剤の量より有意に多い。単独の充填剤
、または主要な充填剤としてのシリカによって、特に車両用空気タイヤのトレッドで使用
される本発明によるゴムブレンドにおいて、特に良好な転がり抵抗指標が達成され、他の
タイヤ特性、例えば、ウェットブレーキングおよび／または摩耗特性および／またはハン
ドリング特性および／または引裂き特性は良好なレベルであるか、または改善される。本
明細書のシリカの量は、１０～３００ｐｈｒ、好ましくは５０～２５０ｐｈｒ、特に好ま
しくは５０～１８０ｐｈｒ、非常に特に好ましくは５０～１５０ｐｈｒ、再び非常に特に
好ましくは５０～１３０ｐｈｒである。ゴムブレンドはさらに、０．１～３０ｐｈｒ、好
ましくは２～３０ｐｈｒ、特に好ましくは２～１０ｐｈｒの少なくとも１種のカーボンブ
ラックを含んでなることは想像できる。
【００５１】
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　本発明の好ましい実施形態によって、ゴムブレンドは、５０～７０ｐｈｒの少なくとも
１種のシリカを含んでなる。本発明のさらなる好ましい実施形態によって、ゴムブレンド
は、１０５～１３５ｐｈｒの少なくとも１種のシリカを含んでなる。
【００５２】
　本発明のさらなる好ましい実施形態によると、単独の充填材または主要な充填剤として
カーボンブラックは存在し、すなわち、カーボンブラックの量は、存在してもよい他の充
填剤の量より有意に多い。単独の充填剤、または主要な充填剤としてのカーボンブラック
によって、特に車両用空気タイヤのトレッドで使用される本発明によるゴムブレンドにお
いて、特に良好な摩耗抵抗が達成され、他のタイヤ特性、例えば、ウェットブレーキング
および／または転がり抵抗特性および／またはハンドリング特性および／または引裂き特
性は良好なレベルであるか、または改善される。本明細書のカーボンブラックの量は、１
０～３００ｐｈｒ、好ましくは５０～２５０ｐｈｒ、特に好ましくは５０～１８０ｐｈｒ
、非常に特に好ましくは５０～１５０ｐｈｒ、再び非常に特に好ましくは５０～１３０ｐ
ｈｒである。カーボンブラックに加えて、さらなる充填剤が存在する場合、好ましくはシ
リカである。したがって、本発明によるゴムブレンドが同様の量のカーボンブラックおよ
びシリカ、例えば、２０～１００ｐｈｒのカーボンブラックを２０～１００ｐｈｒのシリ
カと組み合わせて含んでなることも想像できる。
【００５３】
　しかしながら、ゴムブレンドが、主要な充填剤としてのカーボンブラックに加えて、０
．１～３０ｐｈｒ、好ましくは２～３０ｐｈｒ、特に好ましくは２～１０ｐｈｒの少なく
とも１種のシリカをさらに含んでなることも想像できる。
【００５４】
　０～７０ｐｈｒ、好ましくは０．１～６０ｐｈｒ、好ましくは０．１～５０ｐｈｒの少
なくとも１つの可塑剤もゴムブレンドに存在することができる。これらには、芳香族、ナ
フテンまたはパラフィン鉱油可塑剤、例えば、ＭＥＳ（マイルド抽出溶媒和物）またはＴ
ＤＡＥ（処理された蒸留物芳香族抽出物）、あるいは例えば、欧州特許出願公開第２３５
７２１９Ａ１号明細書に記載される水素化処理によるナフテンプロセス油、あるいはラバ
ー－トゥ－リキッド（ｒｕｂｂｅｒ－ｔｏ－ｌｉｑｕｉｄ）油（ＲＴＬ）またはバイオマ
ス－トゥ－リキッド（ｂｉｏｍａｓｓ－ｔｏ－ｌｉｑｕｉｄ）油（ＢＴＬ）、あるいはフ
ァクチスまたは可塑剤樹脂または液体ポリマー（例えば、液体ＢＲ）であって、その平均
分子量Ｍｗ（ＢＳ　ＩＳＯ１１３４４：２００４によるＧＰＣ＝ゲル透過クロマトグラフ
ィーによって決定）が５００～２０，０００ｇ／モルであるものなどの当業者に既知の全
ての可塑剤が含まれる。本発明によるゴムブレンドにおいて液体ポリマーが可塑剤として
利用される場合、これらは、ポリマーマトリックスの組成の計算においてゴムとして含ま
れない。
【００５５】
　鉱油が使用される場合、好ましくは、ＤＡＥ（蒸留物芳香族化合物抽出物）および／ま
たはＲＡＥ（残留芳香族化合物抽出物）および／またはＴＤＡＥ（処理された蒸留物芳香
族化合物抽出物）および／またはＭＥＳ（マイルド抽出溶媒）および／またはナフテン油
からなる群から選択される。
【００５６】
　さらにまた、本発明によるゴムブレンドは、従来の重量部で従来の添加剤を含んでなる
ことができる。これらの添加剤には、
ａ）老化防止剤、例えば、
Ｎ－フェニル－Ｎ’－（１，３－ジメチルブチル）－ｐ－フェニレンジアミン（６ＰＰＤ
）、
Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－ｐ－フェニレンジアミン（ＤＰＰＤ）、
Ｎ，Ｎ’－ジトリル－ｐ－フェニレンジアミン（ＤＴＰＤ）、
Ｎ－イソプロピル－Ｎ’－フェニル－ｐ－フェニレンジアミン（ＩＰＰＤ）、
２，２，４－トリメチル－１，２－ジヒドロキノリン（ＴＭＱ）、
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ｂ）活性剤、例えば、酸化亜鉛および脂肪酸（例えば、ステアリン酸）、
ｃ）ワックス、
ｄ）さらなる樹脂、特に、上記芳香族炭化水素樹脂に包含されない結合樹脂、
ｅ）素練り（ｍａｓｔｉｃａｔｉｏｎ）助剤、例えば、２，２’－ジベンズアミドジフェ
ニルジスルフィド（ＤＢＤ）、ならびに
ｆ）加工助剤、例えば、脂肪酸塩、例えば、亜鉛石鹸、ならびに脂肪酸エステルおよびそ
れらの誘導体
が含まれる。
【００５７】
　特に、タイヤの、または存在する強化支持に直接接触する工業用ゴム物品の内部部品の
ための本発明によるゴムブレンドの使用において、しばしば結合樹脂の形態の適切な接着
性系がゴムブレンドに一般に添加される。
【００５８】
　さらなる添加剤の全含有量は、３～１５０ｐｈｒ、好ましくは３～１００ｐｈｒ、特に
好ましくは５～８０ｐｈｒである。
【００５９】
　さらなる添加剤の全量は、０．１～１０ｐｈｒ、好ましくは０．２～８ｐｈｒ、特に好
ましくは０．２～４ｐｈｒの酸化亜鉛（ＺｎＯ）を含む。
【００６０】
　これは、ＺｎＯ顆粒または粉末などの当業者に既知の全ての種類の酸化亜鉛であること
ができる。従来使用される酸化亜鉛は、一般に、１０ｍ２／ｇ未満のＢＥＴ表面積を有す
る。しかしながら、１０～６０ｍ２／ｇのＢＥＴ表面積を有するいわゆるナノ酸化亜鉛を
使用することもできる。
【００６１】
　加硫は、加硫促進剤を用いて、硫黄または硫黄供与体の存在下で実行され、いくつかの
加硫促進剤を同時に硫黄供与体として作用させることが可能である。硫黄または硫黄供与
体および１種以上の促進剤は、最後の混合ステップの間に記載される量でゴムブレンドに
添加される。これに関して、促進剤は、チアゾール促進剤および／またはメルカプト促進
剤および／またはスルフェンアミド促進剤および／またはチオカルバメート促進剤および
／またはチウラム促進剤および／またはチオホスフェート促進剤および／またはチオウレ
ア促進剤および／またはキサントゲネート促進剤および／またはグアニジン促進剤からな
る群から選択される。Ｎ－シクロヘキシル－２－ベンゾチアゾールスルフェンアミド（Ｃ
ＢＳ）および／またはＮ，Ｎ－ジシクロヘキシルベンゾチアゾール－２－スルフェンアミ
ド（ＤＣＢ）および／またはベンゾチアジル－２－スルフェンモルホリド（ＭＢＳ）およ
び／またはＮ－ｔｅｒｔ－ブチル－２－ベンゾチアジルスルフェンアミド（ＴＢＢＳ）か
らなる群から選択されるスルフェンアミド促進剤の使用が好ましい。
【００６２】
　本発明の好ましい実施形態において、ゴムブレンドは促進剤としてＣＢＳを含んでなる
。特にゴムブレンドの良好な引裂き特性は、この手段によって達成される。
【００６３】
　例えば、商標名Ｖｕｌｋｕｒｅｎ（登録商標）、Ｄｕｒａｌｉｎｋ（登録商標）または
Ｐｅｒｋａｌｉｎｋ（登録商標）で入手可能なものなどのさらなるネットワーク形成系、
あるいは国際公開第２０１０／０４９２６１Ａ２号パンフレットに記載のものなどのネッ
トワーク形成系をゴムブレンド中に利用することができる。この系は、４より多くの官能
基および少なくとも１つの加硫促進剤と架橋する加硫化剤を含んでなる。４より多くの官
能基と架橋する加硫化剤は、例えば、一般式Ａ）：
Ａ）Ｇ［ＣａＨ２ａ－ＣＨ２－ＳｂＹ］ｃ

（式中、Ｇは、１～１００個の原子を含んでなる多価環式炭化水素基および／または多価
複素炭化水素基および／または多価シロキサン基であり、独立してゴム活性基から選択さ
れる各Ｙは、硫黄含有官能基を含んでなり、かつａ、ｂおよびｃは整数であり、独立して
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、ａは０～６であり、ｂは０～８であり、かつｃは３～５である）を有する。
【００６４】
　ゴム活性基は、好ましくは、チオスルホネート基、ジチオカルバメート基、チオカルボ
ニル基、メルカプト基、炭化水素基およびチオスルホン酸ナトリウム基（着色塩基）から
選択される。
【００６５】
　本発明によるゴムブレンドの非常に良好な摩耗および引裂き特性は、これらによって達
成される。
【００６６】
　さらに、加硫遅延剤がゴムブレンドに存在してもよい。
【００６７】
　本発明のさらなる目的は、先行技術から出発して、ウェットグリップ特性に対する転が
り抵抗特性のターゲット不一致におけるさらなる改善によって識別される車両用空気タイ
ヤを提供することである。この目的は、車両用空気タイヤが、少なくとも１つの部品にお
いて上記される本発明によるゴムブレンドを含んでなるという点で達成される。これに関
して、それらの成分および特徴に関して上記で与えられる全ての記載が適用する。
【００６８】
　好ましくは、部品はトレッドである。当業者に既知であるように、トレッドは、比較的
高い割合で、タイヤの全体的な転がり抵抗に寄付する。さらにまた、運転中の車両用空気
タイヤの安全性は、実質的にトレッドのウェットグリップ特性、特にウェットブレーキン
グ特性次第である。
【００６９】
　しかしながら、車両用空気タイヤが、少なくとも１つの他の外部および／または内部部
品、いわゆるボディ部品、例えば、サイドウォール、インナーライナー（内部層）、スキ
ージ、コアプロフィール、ベルト、ショルダー、ベルトプロフィール、カーカス、ヒール
強化子、ヒールプロフィール、ホーンプロフィールおよびバインディングにおいてゴムブ
レンドを含んでなることもさらに想像できる。
【００７０】
　本発明によるゴムブレンドの調製は、ゴム産業における従来のプロセスによって実行さ
れ、加硫系（硫黄および加硫影響物質）以外の全ての成分を有するベースブレンドが、１
つ以上の混合ステップで最初に調製される。最後の混合ステップで加硫系の追加によって
、完成ブレンドが製造される。完成ブレンドは、例えば、押出成形作業によって、さらに
加工されて、適切な形態にされる。
【００７１】
　車両用空気タイヤでの使用に関して、ブレンドは好ましくはトレッドの形態にされ、車
両用タイヤブランクの生産の間、既知であるように適用される。しかしながら、トレッド
は、タイヤブランク上へゴムブレンドの狭いストリップの形態で巻き取られることもでき
る。２つ（上部：キャップおよび下部：ベース）に分割されるトレッドの場合、本発明に
よるゴムブレンドは、キャップ用に、およびベース用に使用することができる。車両用空
気タイヤのボディブレンドとしての使用のための本発明によるゴムブレンドの調製は、す
でにトレッドに関して記載された通りである。差異は、押出成形作業の後の成形にある。
１つ以上の異なるボディブレンドのために、このようにゴムブレンドから得られる形態は
、次いで、タイヤブランクを構成するために有用である。
【実施例】
【００７２】
　ここで、本発明は、比較例および実施例を用いて、さらに詳細に説明され、表１に要約
される。
【００７３】
　比較ブレンドはＣで識別され、本発明によるブレンドはＥで識別される。
【００７４】
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　ブレンドの調製は、実験室用タンジェンシャルミキサーにおける３ステップにおいて従
来条件で実行した。試験片は、１６０℃において圧力下で最適加硫によって全てのブレン
ドから製造した。ゴム産業に典型的なこれらの試験片材料特性は、以下で明示される試験
方法を使用して決定した。
・ＤＩＮ　５３５１２による室温および７０℃における反発弾性
・ＤＩＮ　５３５０４による室温における引張強さおよび破断点伸び
・ＤＩＮ　５３５１３による温度依存測定（「温度スウィープ（ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ
　ｓｗｅｅｐ）」）からの－３０．５～－２９．８℃における動的貯蔵弾性率Ｅ’
・ＤＩＮ　５３　５１６またはＤＩＮ／ＩＳＯ　４６４９による室温における摩耗
・ＩＳＯ　１１３５７－１および１１３５７－２１９８７　ｐ．５１９－５２７によるＤ
ＳＣによるゴムブレンドのガラス転移温度Ｔｇ（低温デバイスによって調整されたＤＳＣ
、装置の種類および製造業者の指示に従う校正、アルミニウムふたを有するアルミニウム
るつぼ中の試料）
【００７５】
　使用された物質：
ａ）ＢＲ：ブタジエンゴム、高ｃｉｓ　ＢＲ
ｂ）シリカ：ＶＮ３、Ｅｖｏｎｉｋ
ｃ）芳香族炭化水素樹脂：アルファ－メチルスチレンおよびスチレンから構成される、Ａ
ｒｉｚｏｎａ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　ＣｏｍｐａｎｙからのＳＹＬＶＡＴＲＡＸＸ（登録商
標）４４０１、Ｍｗ＝１，３００ｇ／モル、Ｍｃ＝２，０１８ｇ／モル、ＳＰ＝８０～９
０℃
ｄ）Ｃ５樹脂：Ｅｓｃｏｒｅｚ（商標）１１０２，Ｅｘｘｏｎ　Ｍｏｂｉｌ　Ｃｈｅｍｉ
ｃａｌ、Ｍｗ＝４，５００ｇ／モル、Ｍｃ＝１５，０００ｇ／モル、ＳＰ＝１００℃
ｅ）６ＰＰＤ＋抗オゾン化物質ワックス
ｆ）シラン：ＴＥＳＰＤ
ｇ）ＤＰＧおよびＣＢＳ
【００７６】
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【表１】

【００７７】
　表１から分かるように、従来技術（Ｃ２およびＣ３）と比較して、芳香族モノマーを含
んでなる炭化水素樹脂（Ｅ１およびＥ２）の比較的多量の使用は、驚くべきことに、ウェ
ットグリップおよび転がり抵抗指標の有意な改善を導く。室温における反発弾性の値が低
いほど、ウェットグリップ特性は良好である。７０℃における反発弾性の値が高いほど、
ゴムブレンドの転がり抵抗特性は良好である。本発明によるゴムブレンドＥ１およびＥ２
は、したがって、転がり抵抗およびウェットグリップのターゲット不一致に関して、より
高いレベルに位置し、これは特に、反発弾性の差異（７０℃における反発弾性－室温にお
ける反発弾性）の増加から明らかとなる。比較例Ｃ４～Ｃ７からわかるように、この改善
は、芳香族モノマーを含まないＣ５樹脂では達成されない。ここで、非常に高い量までの
樹脂含有量の増加は、比較ブレンドＣ５～Ｃ７の反発弾性における差異の減少によって現
れる、ウェットグリップに対する転がり抵抗のターゲット不一致の悪化を導く。さらにま
た、本発明によるゴムブレンドＥ１およびＥ２を、Ｃ６およびＣ７、すなわち、それぞれ
の場合で同量の樹脂を有する比較例と比較すると、芳香族炭化水素樹脂によって摩耗特性
が有意に良好であったことが示される。また驚くべきことに、芳香族炭化水素樹脂は、Ｃ

５樹脂とは対照的に、なお、６０および８０ｐｈｒの非常に高い量でブタジエンゴム中で
溶解するように見える。これは、ゴムブレンドのガラス転移温度Ｔｇの比較的大きいシフ
トからわかる。さらにまた、本発明によるゴムブレンドＥ１およびＥ２は、比較例と比較
して、より良好な冬季特性を有する。これは、－３０．５～－２９．８℃の範囲における
貯蔵弾性率Ｅ’のより低い値からわかる。
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